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１．地域の概要  

（１）対象地域の範囲  

岡山県西粟倉村全域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西粟倉村の位置）  

 

（２）構想の実施主体  

岡山県西粟倉村役場  

 

（３）地理的・経済的・社会的な地域の特色  

 ■地理的特色  

 西粟倉村は、岡山県の北東端に位置し、兵庫県、鳥取県と接する、中国山脈の

南斜面に開かれた谷あいの山里である。標高は 270～ 1,280m。 1,000m 級の山々

が連なる氷ノ山後山那岐山国定公園の一端をなしている。  

釣り鐘型の地形の中央を吉野川が流れ、吉野川に沿って広がる細長い平地や傾

斜の緩やかな場所に農地と集落がある。山地は 30 度を超す急斜面も見られるが、

馬の背状のゆるやかな平坦面がところどころに残されていて、わが国の山岳域の

中では比較的緩やかな地形が広がっている。  

村の面積 5,793ha のうち 5,491ha は森林で、林野率は約 95％を占める。吉野

川の源流域は樹齢 200 年以上のブナやカエデ、ミズナラ等の自然の植生が残され

ており、この区域は若杉天然林と呼ばれている。  

この若杉天然林をはじめとする山林の一部が、氷ノ山後山那岐山国定公園に指

定されている。  
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（若杉原生林）           （西粟倉村中心部）  

 

■経済的特色  

 森林面積の約 85%が人工林であり、村の産業として林業を基幹産業に位置づけ

ており、平成 22 年の第一次産業就業人口のうち 55％（ 54 名）が林業就業者であ

る。村の主要産業である林業を軸とした「百年の森林づくり事業」を行い、西粟

倉の森、木を利用した村づくり、新しい産業の創出を通じて、雇用の確保や人口

の維持に努めてきた。また、都市住民との交流を通じた観光産業にも取り組み一

定の成果を収めている。  

 

①林業  

1980 年代より続く国内産木材の価格低迷等により林業に従事する村民も減少

し、林業は構造的な問題を抱えるようになっている。特に面積の小さい民有林で

は、間伐等の森林管理作業等を森林所有者個人単独で行わなければならず、森林

からの売上減少及び所有者の高齢化により適正な管理が困難な状況となっている。 

平成 20 年に林業関係団体（役場・森林所有者・森林組合・素材生産業者・製材

業・工務店・環境 NPO 法人・森林経営コンサルタントなど）が協働で林業の活

性化を図る『西粟倉村百年の森林構想』を立ち上げ、この構想を実現させるため

に林業の再生を村の重点施策とする「百年の森林づくり事業」を開始している。  

 平成 21 年 9 月より、森林所有者・村・森林組合の 3 者による森林長期施業管

理委託協定を締結し、村が主導しながら森林所有者に負担を求めることなく、間

伐や作業道の整備を実施している。また、大部分が未利用のまま放置されている

森林資源（主にスギ・ヒノキ間伐材）に、各業種の専門分野で高付加価値をつけ

6 次産業化させるなど、森林・林業の再生と地域活性化に取り組んでいる。  

 

②農業  

西粟倉村の農業は、稲作・畑作が中心であり、経営耕地面積は 156ha で 1 戸当
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たりの平均経営耕地面積 0.68ha となっている。  

 主な農作物は水稲で戸別所得補償制度が展開される中で、需要の動向に即した

良質米の生産を推進し、併せて生産組織の機能強化、基本技術の励行、品質向上、

生産コストの低減を目指している。  

 野菜の生産については、露地野菜が中心であり、主に直売所へ出荷されている。

しかし、生産者の高齢化、価格の低迷による栽培意欲の低下等により、栽培面積、

農家戸数とも減少している。これに対して、新規作物の導入等により取組意欲の

高揚を図り、栽培農家戸数の増加及び地域特性を活かした活力ある野菜産地の育

成を目指している。  

 

 ■社会的特色  

 西粟倉村は、昭和及び平成の合併には参加せず、明治 22 年の町村制の施行以

降単独自治体として自主・自立を選択し、むらづくりを進めてきた。平成 22 年

度国勢調査による人口は 1， 520 人で近年は林業の衰退等により一貫した人口流

出が続いており、岡山県の市町村の中でも。特に人口流出の激しい地域となって

いる。平成 17 年から平成 22 年の人口増加率は 90.26％、平成 2 年から平成 22

年の人口増加率は 79.9％となっており、大幅な下落傾向にある。また、高齢化も

急速に進んでいて、平成 22 年度の 65 歳以上人口比率は 31.8％となっている。  

 平成 16 年度に平成大合併が行われる中、近隣地域との合併協議会を住民アン

ケートの結果に基づき離脱、それ以来、村の面積の大半を占める森林を軸とした

地域活性化を通じて小規模自治体としての生き残りを模索してきた。『百年の森

林構想』を通じて森林資源の活用による地域経済の循環と都市との交流機会が拡

大するとともに、株式会社西粟倉・森の学校や木工房ようびなど新しく起業した

I ターン者による自然や森林・農産物などを利用した特産品や工芸品の育成が行

われており、過疎化の防止や地域の活性化が村と一体となって進められている。  

 西粟倉村は、『百年の森林構想』に限らず、再生エネルギー導入等を通じた低

炭素社会の構築を推進している。平成 25 年 5 月には環境モデル都市にも選定さ

れており、森林バイオマスの活用等を通じて、再生可能エネルギーによる自給率

100％の地域づくりを目指している。  
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（百年の森林構想モデル森林）  

  
（地域商社・（株）西粟倉・森の学校） （進む路網整備）   
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２．地域のバイオマス利用の現状と課題  

（１）地域のバイオマス賦存量及び利用状況  

バイオマス  賦存量  

( t／年 )  

変換・処理方法  利用量  

( t／年 )  

利用・販売  利用率  

（％）  

（廃棄物系バイオマス）      

家畜排泄物  839.5 堆肥化  839.5 堆肥  100%

食品廃棄物  25 .4 堆肥化  21.3 堆肥  83.9%

製材工場残材  394.8 敷 料 ・ 堆 肥 化 ・

燃料  

375.5 敷 料 ・ 堆 肥

化・燃料  

95.1

下水道汚泥  1,044 堆肥化  1,044 堆肥  100%

小計  2 ,303.7  2,280.3  98.98%

    

（未利用バイオマス）    

林地残材  4,800 燃料  0 燃料  0%

稲わら  426.8 土壌還元  426.8 土壌還元  100%

小計  5 ,226.8  426.8  8.17%

    

合計  7 ,530.5  2,707.1  35.95%

 

（２）地域バイオマス利用の課題  

（廃棄物系バイオマス）  

 廃棄物系バイオマスは 98.98%の利用率となっている。家畜排泄物については

現在全量が堆肥化され農地還元が図られていることに加え、下水汚泥と観光施設

から排出される食品廃棄物も全量堆肥化されている。家庭から排出される食品廃

棄物については家庭用生ゴミ処理機購入補助金により各家庭での堆肥化を推進し

ている。  

 

（未利用系バイオマス）  

 未利用系バイオマスについては、 8.17%に留まっており林地残材の利用が課題

となっている。林地残材は、森林での間伐等の施業により発生し、路網整備が行

えないために搬出できない間伐材や搬出コストに見合う販売価格が見込めないた

め搬出されない間伐材である。この林地残材の利用拡大を図るためには、林地残

材を熱や電気など有効に活用するシステムづくりに加え、路網整備や間伐施業の

段階から効率的で低コストに収集・搬出するシステムの構築が必要である。西粟

倉村では、平成 25 年度において林野庁委託事業である「木質バイオマスエネル
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ギーを活用したモデル地域づくり推進事業」により次の取組を実施している。  

 

ア．利用目的アプローチによるエネルギー活用スキームの比較検討  

 西粟倉村において取り得る可能性がある木質バイオマスのエネルギー活用シナ

リオとして三つを想定し、それぞれの実現可能性を比較検討している。  

１）小規模自家消費型  

公共施設等に小型の木質バイオマスボイラー（数十 kw 程度）を設置し、平常

時は自家消費（例：公共施設の照明の電力供給）、災害時には照明の他、炊き出

しや家電製品充電用の電力として活用することを検討している。  

２）温泉施設熱供給型  

西粟倉村内には二カ所の温泉施設が存在しており、ともにボイラーの更新時期

を控えている。地域内の木質資源を活用したチップボイラーの導入可能性につい

て検討。二カ所のボイラーであるが、現時点での熱使用量及びチップボイラーに

切り替えた場合の必要資源量は以下の通りである。  

� 温泉施設「黄金泉」： 135kl/年（灯油使用量）、 445t/年（チップ換算）  

� 宿泊施設「あわくら荘」： 114kl/年（灯油使用量）、 377t/年（チップ換算） 

   

（温泉施設「黄金泉」）        (宿泊施設「あわくら荘」 )  

 

３）地域コミュニティ供給型  

一定規模（数百 kwh 程度）の発電ボイラーを設置し、平常時は 24 時間運転を

前提として、村内への電力供給を実施するとともに、災害時には蓄電池等を活用

して、避難所等に電力供給を実施する。平常時の電力供給の対象としては、上記

温泉施設をはじめとする観光施設や村役場等の公共施設の他、西粟倉村内の一定

の 集 落 に 対 し て 全 面 的 に エ ネ ル ギ ー 管 理 シ ス テ ム （ Community Energy 

Management System、CEMS）を導入する等、中山間地にふさわしいエネルギー

消費のあり方について検討する。  

また、電気自動車への充電を実施する機能を設置し、平常時には村民への無償

での電力提供を行うほか、災害時には電気自動車を移動可能な非常用電源として

活用し、避難所等への電力供給を検討する。  
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（EV を活用した災害時電力供給 出所：三菱自動車ホームページ）  

 

 

イ．未利用間伐材及び林地残材の低コスト集材方法の実証  

 村内の木質バイオマス資源のうち、主となる百年の森林事業の過程で生産され

る間伐材を低コストで可能な限り集材する方法を、既存の出材システムと周辺地

域で効率的な手法で実施している民間事業体の出材システムを比較することで明

らかにする。また、間伐材が未利用で林地に残る主たる理由である小規模零細な

森林の所有形態や急峻な地形という要素が林地残材収集に与える影響について、

既に整備している西粟倉村森林 GIS システムのデータ等を用いて検証している。 
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３．目指すべき将来像と目標  

（１）バイオマス産業都市を目指す背景や理由  

 西粟倉村では以前から村の産業として林業を基幹産業に位置づけており、平成

22 年の第一次産業就業人口のうち 55％が林業に就業している。村の人工林の多

くが戦後植林されたスギ・ヒノキと広葉樹二次林からなっているが、人工林の林

齢構成が 40～ 60 年生に集中し、主伐できるところも限られている。1980 年代よ

り続く国内産木材の価格低迷により林業に従事する村民も減少し、林業は構造的

な問題を抱えるようになっている。特に面積の小さい民有林では、間伐等の森林

管理作業等を森林所有者個人単独で行わなければならず、森林からの売上減少及

び所有者の高齢化により適正な管理が困難な状況となっている。  

 

 平成 20 年に「限りある自然の恵みを大切な人たちと分かち合う上質な田舎」

作りをビジョンとした『西粟倉村百年の森林構想』を立ち上げ、この構想を実現

させるために林業の再生を村の重点施策とする「百年の森林事業」を開始した。

「百年の森林事業」では、地域住民と西粟倉村役場、森林組合の協働による森林

保全を、 ICT を活用して行う長期施業管理委託、社会貢献ファンドや西粟倉産材

の直販、都市との連携を推進する地域商社「（株）西粟倉・森の学校」の設立な

ど、森林保全・林業活性化における先駆的・先導的な取組を行っている。  
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「百年の森林構想」に掛ける思い  

 地域には捨ててはいけないものがあります。西粟倉村は、苦労を重ねて地域を

守ってきた先人のため、これからを生きていく子どもたちのため、そしてこの地

域に愛着をもち関わってくださるたくさんの方々のため。 50 年前に、子や孫の

ためにと、木を植えた人々の想い。その想いを大切にして、立派な百年の森林に

育て上げていく。そのためにあと 50 年、村ぐるみで挑戦を続けようと決意しま

した。  

 人生 80 年と言われる昨今。  長生きをするようになった日本人でも森を育て

あげるには、1 つの世代では時間が足りないのです。これまで日本では、親から

子へ、子から孫へと約 50 年ずつの“想いのリレー”が美しく豊かな森を育てて

来ました。それが今では、日本人の生活様式の変化に伴い国産の木材の需要が激

減し、林業を生業とする人々も激減して来ているのが現状です。そのことによっ

て、森を育てるための“想いのリレー”が途絶えてしまっているのです。手入れ

のされていない暗い森が今日本には増えつつあります。かつて林業で栄えた村、

岡山県西粟倉村では  もう一度この“想いのリレー”を繋げて行こうという新た

な動きを始めています。  

 

西粟倉村は「百年の森林事業」に限らず、再生可能エネルギーの導入を通じた

低炭素社会の構築を推進している。昭和 41 年に設立した村営の小水力発電所が

現在も稼働しており、さらなる小水力発電の拡大や「百年の森林事業」に基づく

森林バイオマスの活用等を通じて、低炭素で魅力的な中山間地域づくりを目指し

ている。  

 

 このような取組が国から評価され、平成 25 年 5 月に低炭素な地域づくりを具

体的にわかりやすく示す先駆的な小規模中山間地域でのモデル自治体として「環

境モデル都市」に選定され、更なる低炭素社会の実現のため各種再生可能エネル

ギーの導入を進めている。  

 

（２）バイオマス産業都市として目指すべき将来像  

 西粟倉村は、約 50 年にわたり本村の先人たちが植え育ててきた森林をもう 50

年間頑張って立派な「百年の森林」に育てあげ、限りある自然の恵みを大切な人

たちと分かち合う「上質な田舎」づくりを村民一丸となって進めている。人口 1，

600 人ほどの源流の小さな村だからこそ、世代を超え、地域を越え、未来への想

いを共有する地域づくりができると考えている。  

 

西粟倉村が目指す「バイオマス産業都市」とは、「百年の森林事業」に基づく
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森林整備（川上）と流通管理（川下）の一元管理により計画的に伐採され、安定

的に収集・搬出される間伐材や未利用材などの森林バイオマスの活用を基軸とし

ながら、森林管理がもたらす豊富な水資源を活用した小水力発電や太陽光発電な

ど西粟倉村の地域資源による再生可能エネルギーを有効に活用したエネルギー自

給 100％の地域づくりである。森林に放置される未利用の森林バイオマス資源を

効率的に搬出するシステムの開発や実用化技術の活用、技術の研究を通じて環境

や人にやさしく、災害にも強い地域づくりを行うとともに、そこに身の丈に合っ

た地域経済の循環を起こし、起業支援や雇用創出など地域の活性化を推進する。  

 

 「西粟倉村バイオマス産業都市構想」においては、すでに先駆的な取組として

行っている「百年の森林構想」から構築した森林整備（川上）から木材流通（川

下）までの一貫システムや小水力発電など近隣市町村への技術やノウハウの提供

等の連携を図る。現在、ラオス農林水産省普及局とも森林管理に伴う協力関係を

構築しているが、アジア諸国にはまだまだ環境保全や再生エネルギーなど日本が

持つノウハウを必要としている国及び地域が数多くあり、「バイオマス産業都市」

としての取組から得られる経験や成果を活かすことにより貢献することができる。 

  

具体的な主な取組は以下の通りである。  

 

①林業システムの革新  

西粟倉村は既に「百年の森林構想」に取り組んでおり、村が主導しながら森林

組合と山林所有者と三者による森林長期施業管理委託協定を締結する作業に取り

組んで 5 年目となっている。零細な山林所有者が所有する協定対象山林は約 3,000

ヘクタールで、そのうち 1,200 ヘクタールは協定を締結している。今後も残り

1,800 ヘクタールの協定の締結を目指している。協定締結山林では年間 200 ヘク

タールから 300 ヘクタールの間伐を所有者に負担を求めることなく実施している。

西粟倉村が森林経営計画を樹立し、実施主体となることで安定的な間伐を推進し

ている。また、村が発注者として森林組合に施業させることから適切な路網整備

と木材搬出区域の設定により材積の賦存量を推計し、搬出される木材の量や質に

ついて把握することが可能となっている。10 年間にわたる長期施業管理協定によ

る集約化と路網整備、先進的林業機械の導入による効率的かつ低コストな収集・

運搬方法を確立し、林地残材等の未利用資源の利用拡大を図る。  

 木質バイオマス施設への燃料供給については、（株）西粟倉・森の学校を中心

とする市場に頼らない独自の流通方法を確立することにより搬出された間伐材を

低コストで流通させ、すべての搬出材を有効活用するカスケード利用システムを

構築していることから、今後も安定した供給体制を継続することが可能となって
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いる。  

 バイオマス産業都市を将来的に創造していくためには、自立し、継続可能な地

域づくりが必要であり、それを可能とする担い手づくりが必要である。特に、森

林・林業・木材流通や地域の情報を発信できる人材の確保と育成は課題となって

おり、森林・林業のむら西粟倉村として、現在の取組の成果を課題を共有するさ

まざまな地域などと連携・協力できる体制の整備、構築をすすめていく。  

 

 
(集約化と村民との対話の拡大 )  

 

②木材流通システムの革新  

 間伐施業の内、伐採面積 160 ヘクタール（平成 25 年実績）が切り捨て間伐地

で、伐採量は 21，000 ㎥と推計されるがその全てが林地残材となっている。多く

は、作業路がなく搬出できないが、中には作業路はあるが、径級が細いため切り

捨てされているものもある。林地残材のうち 2 割が利用できると考えると 4，000

㎥ほどは木質バイオマスとして搬出ができると考えられる。また、伐採面積 45

ヘクタール（平成 25 年実績）が搬出間伐地で、伐採量は 6， 000 ㎥と推計され、

3，000 ㎥は木材として販売流通するものの 16cm 未満の材は、切り捨てされてい

る。木質バイオマスとして搬出すれば 500～ 1， 000 ㎥ほどの搬出ができる。  

ICT 技術の活用により、森林整備の情報蓄積や森林資源量と需要量を連動させる

とともに、搬出された木材一本一本についてそれが村のどの地番の誰の所有の山

林から搬出されたか、また、どの地番の誰の山林からどのような木材がどれだけ
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搬出されたかなどトレーサビリティを行う「百年の森林創造システム」を開発し

運用を行っている。原木は市場への運送費や市場での手数料などの流通コストの

削減を行うため、地域内での製品化と独自ルートの開発により森林組合土場から

直接販売を行っている。これにより木材のカスケード利用が図られている。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（西粟倉村産材を届ける「森の工場」ニシアワー製造所）  
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平成２０年度補正予算  総務省ユビ

キタスタウン構想推進事業  

（百年の森林創造システム）  

 

③小規模分散型再生可能エネルギー供給システムの整備  

 西粟倉村は「百年の森林事業」に限らず、再生可能エネルギーの導入等を通じ

た低炭素社会の構築を推進しており、森林バイオマス資源及び地域の資源を活用
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した小規模分散型の再生可能エネルギーの導入を進め、エネルギー自給率 100％

のむらづくりを目指す。温泉施設 3 カ所へのバイオマスボイラーの導入、 6 年後

に計画されている庁舎の新築にあわせて庁舎周辺地域の公共施設への熱供給シス

テムの導入、小学校・中学校への木質バイオマスボイラーの導入、民間製材工場

熱電供給システムの導入、一般家庭への薪・ペレットストーブ等支援の拡大を行

うとともに、小水力・マイクロ水力発電、太陽光発電の組み合わせによるハイブ

リット化を進める。  

 

④都市圏との交流人口拡大に向けた体験観光・環境教育事業など地域産業振興  

 西粟倉村を訪れる観光客・視察を対象とした低炭素社会に相応しい観光メニュ

ーを開発し、我が国の中山間地域における低炭素社会のあり方を、国民に広く理

解できる地域づくりを展開する。また、「百年の森林構想」や「環境モデル都市」

「バイオマス産業都市」の取組について、森林整備の現場や木材の流通・加工状

況を直接見たり、そこに従事する関係者と対談する等より詳細に研修できるプロ

グラムを開発し、環境教育事業として新たな産業の振興を行う。  

 東京都港区・みなと森と水ネットワーク会議「みなとモデル二酸化炭素固定認

証制度」をはじめとする低炭素社会をテーマとした都市・企業との連携を推進し、

交流人口や対象の拡大を図る。  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（港区 CO2 固定認証制度第一号取得）   （都市住民との交流体験例）  

 

（３）バイオマス産業都市として達成すべき目標  

百年の森林事業により、私有林 3， 580 ヘクタールの長期施業管理協定の締結

を目標とし、施業の団地化を進め、累計で 2，400 ヘクタールの間伐を実施する。
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路網整備により搬出間伐面積の割合を全間伐面積の 50％まで高め最終的には年

間 10， 000 ㎥の搬出を達成する。  

 

部門  現状 (2012) 目標年 2022 

私有林管理協定締結面積 (ha) 993 3,580

間伐実施面積 (ha) 770 2,400

年間木材搬出材積 (㎥ )  3,600 10,000

 内木質バイオマス利用料 (㎥ )  250 5,000
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４．事業化プロジェクトの内容  

（１）  平成 26 年度に具体化する取組内容  

①林産システム革新  

・トラックスケール整備事業  

事業概要  

 木質バイオマス等での利用を目的とする間伐材や、個人による林地残材などの

木質資源の受け入れを正確かつ低コストで実施するためにトラックスケールを森

林組合土場に整備する。  

 

②小規模分散型再生可能エネルギー供給システムの整備  

・西粟倉発電所の大規模リプレイス  

昭和 41 年に運用開始している約 280kw の出力を有する村営小水力発電所につ

いて平成 25 年度より発電設備・水路等を対象に大規模改修を実施しているが、

平成 26 年度に改修を終了し 290kw の発電を実施する。実施後は再生エネルギー

固定価格買取制度の対象施設となる見込みであり、その収益を新たな再生可能エ

ネルギーの導入に活用する。  

・にしあわくらおひさま発電所  

 村と NPO が協働し、市民参加型の太陽光発電所を設置する。発電出力は 49kw

を予定しており、実施後は再生エネルギー固定価格買取制度の対象施設となるが、

災害時には売電を停止し自前のエネルギーとして電力供給を行うとともに収益は

NPO と協働し環境事業や環境教育に活用する。  

・あわくら温泉への木質バイオマス熱利用システム（薪ボイラー）の導入  

村営日帰り温泉入浴施設・あわくら温泉遊～とぴあ黄金泉のボイラーを薪ボイ

ラーとして化石燃料から木質バイオマス燃料とし、林地残材の活用を図るととも

に、「木の駅プロジェクト」を開始し、地域内経済の循環拡大を図る。  

 

③都市圏との交流人口拡大に向けた体験観光・環境教育事業など地域産業振興  

・小水力発電所や木質バイオマス、百年の森林事業など低炭素モデルコミュニテ

ィの体験・視察を含めた時代にマッチした観光事業や「百年の森林構想」「環境

モデル都市」「バイオマス産業都市構想」を核とする環境教育プログラムについ

て検討し、事業化に向けた組織づくりを行う。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

 西粟倉村全体  
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（２） 5 年以内に具体化する取組内容  

①林業システムの革新  

事業概要  

・百年の森林事業の継続的な実施  

 村内私有林 3,580ha を対象森林とすることを目指し、従前に引き続き事業を推

進する。  

・フォレストック認定制度の対象森林の拡大  

 長期施業契約の締結に合わせ、フォレストック認定の申請対象への同意の取付。

適切な森林管理による二酸化炭素吸収量増加量の市場提供の機会を拡大する。  

・持続的な木質バイオマス利用の検討  

 コスト評価と利用可能量を検討しながら、新しい機械やシステムについての検

討を行う。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

 西粟倉村全体  

 

②林産システム革新  

事業概要  

・ ICT「百年の森林創造情報システム」の機能拡張  

適切な森林管理を拡大する上での材積生長量分布に向けたシュミレーション機

能及び流通・商流の改良に追従したトレーサビリティに関わる機能を付与する。  

・百年の森林事業による木材販売流通分科会による「新たな木材流通システム」

の検討。  

 現在、山林→森林組合土場→原木市場が主軸となっている流通ルートを見直し、

原則、原木市場から独自販売ルートに移行を予定。川上から川下まで一貫した流

通ルートの開発により全ての木材のカスケード利用を図る。これにより、林地残

材など未利用材をバイマス燃料としての使用及び販売を確立する。  

・西粟倉産材による住宅の普及、公共施設の建設検討  

 材の地産地消を促す観点から、村内建築物への導入促進方策を検討。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

西粟倉村全体  
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③小規模分散型再生可能エネルギー供給システムの整備  

・あわくら温泉への木質バイオマス熱利用システム（薪ボイラー）の導入  

村営宿泊施設・あわくら温泉国民宿舎あわくら荘及び元湯のボイラーを薪ボイ

ラーとして化石燃料から木質バイオマス燃料とし、林地残材の活用を図り、地域

内経済の循環拡大を図る。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

西粟倉村全体  

・マイクロ水力発電整備  

約 13KW の出力を有するマイクロ水力発電施設を整備し、西粟倉村を訪れる利

用者に対して地域資源（水）の活用による温室効果ガス削減に向けた地域の取組

の理解を促進する。通常時は、再生エネルギー買取制度の対象施設となる見込み

だが、災害時は EV 急速充電器へ電力を供給する。  

・村内公共施設への太陽光発電施設整備  

道の駅「あわくらんど」の屋根部分約 200 ㎡に太陽光発電を整備する。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

 西粟倉村影石  

 

④都市圏との交流人口拡大に向けた体験観光・環境教育事業など地域産業振興  

・「環境」を軸とした体験観光や環境教育事業を推進する組織として、村内の観

光事業者、百年の森林構想関係事業体、森林組合、農協、一般村民などによる西

粟倉観光交流検討委員会（仮称）を立ち上げ、小水力発電所や木質バイオマス、

百年の森林事業など低炭素モデルコミュニティの体験・視察を含めた時代にマッ

チした観光や環境教育事業を実施する。  

事業主体  

 西粟倉観光交流検討委員会（仮称）  

計画区域  

 西粟倉村全体  

 

 

 

 



19 
 

（３） 10 年以内に具体化する取組内容  

①林業システムの革新  

・百年の森林事業の継続的な実施  

 村内私有林 3,580ha を対象森林とすることを目指し、従前に引き続き事業を推

進する。  

・フォレストック認定制度の対象森林の拡大  

 長期施業契約の締結に合わせ、フォレストック認定の申請対象への同意の取付。

適切な森林管理による二酸化炭素吸収量増加量の市場提供の機会を拡大する。  

・森林整備資源調査  

 森林の資源調査を進め、今ある森林を機能別にゾーニングする。森林をゾーニ

ング別に整備することで効果的な森林整備の実現を図るとともに賦存する材積の

把握を行い安定的な利用を推進する。  

事業主体  

 西粟倉村  

計画区域  

 西粟倉村全体  

 

②林産システム革新  

・林地残材の収集運搬システム整備  

山林に放置される林地残材を効率的に搬出するための機械及び組織整備を実施

するとともに林地残材の資源化と森林災害の防止、雇用の創出を目指す。  

事業主体  

 西粟倉村、美作・東備森林組合  

計画区域  

 西粟倉村全体  

事業全体のフロー等  

 参考資料 2 百年の森林事業の挑戦  

 

③規模分散型再生可能エネルギー供給システムの整備  

・新庁舎周辺地域熱供給システムの導入  

新庁舎及び分庁舎、こども館の暖房等を一つの木質バイオマスによる熱供給施

設から熱を供給する地域熱供給システムを導入する。  

・村内公共施設への太陽光発電施設整備  

あわくら旬の里の屋根部分約 200 ㎡に太陽光発電を整備する。  

事業主体  

 西粟倉村  
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計画区域  

 西粟倉村影石  

 

④都市圏との交流人口拡大に向けた体験観光・環境教育事業など地域産業振興  

・カーボンオフセットによる企業との連携拡大  

 フォレストック認定制度認証団体による企業への排出権購入の促進の他、各種

交流会を捉え、村として連携を主体的に拡大する。  

・都市圏自治体との連携拡大  

 排出権取引に関わる自治体連携制度構築団体との連携を拡大する。（東京都港

句・みなと森と水ネットワーク会議「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」プ

レ認証第一号）  

・体験型観光の拡大による都市住民との交流促進  

 （株）あわくらグリーンリゾートや（株）西粟倉・森の学校が提供する村内体

験ツアー（年間延べ 1， 000 人程度が参加）に村内の低炭素社会構築、百年の森

林事業による未利用バイオマスの川上から川下までの生産、収集、運搬・利用に

関わる観光メニューを組み込み、体験ツアーを拡大する。  

・産業・環境教育事業プログラムによる環境産業の振興  

 百年の森林事業の拠点や施業現場、小水力発電所、木質バイオマス施設等、今

後の低炭素社会作りのモデルコミュニティとして企業や自治体の視察・研修の受

入体制、受入メニューを構築し、環境産業という新たな産業を創出する。  

事業主体  

 西粟倉村・西粟倉観光交流検討委員会（仮称）  

計画区域  

 西粟倉村影石  
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５．地域波及効果  

（１）直接的波及効果  

①地域のバイオマス利用量  

✓年間木材搬出材積： 3,600 ㎥（ 2012 年）  →  10,000 ㎥ (2022 年 ) 

✓木質バイオマス利用料 :250 ㎥（ 2012 年）  →  5,000 ㎥（ 2022 年）  

林業システムの革新により、村内面積の 95%をしめる森林資源を最大限に活用

し、地域の環境法全と、林業を主軸とした地域内の産業の活性化を図る。これに

より安定的かつ持続的な雇用・所得の確保を実現する。  

 

②燃料コストの削減  

✓木質バイオマスボイラーによる燃料コストの削減： 10,000 千円／年 20，000

千円 /年（ 2012 年）  → 10， 000 千円 /年 (2022 年 )  

小規模分散型の再生可能エネルギーの導入により、地域内循環型の安定したエ

ネルギー供給が可能になるとともに、大規模地震災害等にも影響されない自立的

なエネルギー供給の実現による安全安心な村民生活を可能とする。また、削減さ

れた金額は住民の低炭素なむらづくり推進施設の整備の補助金、ウッドスタート

事業の財源とする。  

 

③温室効果ガスの削減量  

✓温室効果ガスの削減： 1600t-CO2/年（ 2022 年）  

木質バイオマスボイラーの導入や、小水力発電等の再生可能エネルギーや、EV

等の積極的な導入により、低炭素化を積極的に推進する。  

 

④雇用の創出  

✓林業従業者数： 55 名（ 2012 年）  →  100 名 (2022 年 )  

林業システムの刷新にあわせた搬出材積拡大に合わせて、林業従業者数につい

ても倍増を図る。  

✓木質バイオマス関連従業者数： 0 名（ 2012 年）→ 5 名（ 2022 年）  

  薪ボイラーをはじめとする木質バイオマスの燃料製造をはじめとする維持管理

において新たな雇用を創出する。  

 

（２）間接的波及効果  

①関連産業の創出規模  

✓視察を含む観光客の増加： 1,400 名（ 2012 年）  →  3,500 名 (2022 年 )  

西粟倉村では、(株 )あわくらグリーンリゾートや (株 )西粟倉・森の学校が豊かな

森林資源に積極的にふれあう体験型の観光メニューを数多く提供している。その
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中には、林業や再生可能エネルギーの活用状況に触れる視察メニューも含まれて

いる。  

✓環境教育プログラム利用者の増加： 0 名（ 2012 年）  →  500 名（ 2022 年）  

  現在、西粟倉村が取り組んでいる「百年の森林構想」は、長期施業管理協定の

締結による集約化施業や村、森林組合、（株）西粟倉・森の学校による森林整備

から木材の高付加価値化販売、流通の一括管理など先進的な取組を行っている。

「環境モデル都市」では、中山間地域の低炭素社会構築の先導的モデルとして地

域に賦存する再生可能エネルギーの導入を積極的に進めており、「バイオマス産

業都市構想」による地域のバイオマス利用の推進など現場を見学したり、関係者

と対談する環境教育プログラムも提供が可能となる。京阪神から 2 時間圏内とい

う地の利を生かし、バイオマス産業都市構想の具体的な成果の把握や、国民意識

の涵養を図るためのメニューの拡大を積極的に行う。  

 

（３）社会的側面効果  

✓「上質な田舎」：我が国の魅力的な中山間地の将来像をバイオマス活用の視点

から提示する。  

西粟倉村は「百年の森林事業」を契機として、再生可能エネルギーによる自給

100%の地域作りを目指している。西粟倉村は、このような現在の取組に基づきつ

つ、「百年の森林構想」のビジョンである「限りある自然の恵みを大切な人たち

と分かち合う上質な田舎」作りを通じた、我が国の中山間地におけるモデル地域

の創造を目指す。このような取組を通じて西粟倉村は、里山における新たな経済

システムの形成、低炭素社会の創出等、魅力的な中山間地の将来像を提示する。  
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６．実施体制  

①百年の森林事業検討会  

百年の森林事業では、川上（森林整備）において森林所有者と村、森林組合に

よる「長期施業管理に関する協定」を締結し、村が一元的に施業の計画を樹立し、

森林組合に施業を委託するとともに施工管理も行っている。これに伴い森林から

搬出される木材については、川下（木材流通）を受け持つ (株 )西粟倉・森の学校

と村、森林組合により森林管理基本合意書を締結し、関係者の連携のもと継続的

な森林整備と木材の供給と利用を可能としている。現在も、百年の森林事業検討

会を毎月開催し、施業及び木材搬出及流通が計画に基づいて適正に実施されてい

るか評価を行っている。また、百年の森林事業検討会の下部組織として長期契約

部門・施業内容部門・販売流通部門の分科会を設置し、事業の安定的な進捗に努

めている。  

 

②「環境モデル都市実務担当者連絡会議」及び「西粟倉低炭素地域づくり検討協

議会（仮称）」  

本村は、前述したとおり「環境モデル都市」に選定をされており、「環境モデ

ル都市実務担当者連絡会議」を毎月一回開催し、行政機関内での情報共有を図る

とともに事業単位で関係者を部署横断的に連携する。また、今後の低炭素モデル

コミュニティのあり方について、村民及び村内の民間事業者、村役場関係者で構

成される「西粟倉村低炭素地域づくり検討協議会」により数ヶ月に一回程度の定

期的な進捗報告の他、個別事業の推進状況に応じた協力を行うこととしている。

構成団体：美作東備森林組合、（株）あわくらグリーンリゾート、（株）西粟倉・

森の学校、村内事業者、外部有識者により構成する。  

 

③大学、地元企業等の知的資源の活用  

森林研究所百年の森林事業の継続的な実施にあたって、岡山県農林総合センタ

ー森林研究所の指導の元、施業の効率化・高度化、特に地形や地質、樹種等に応

じた今後の成長予測の高精度化に取り組む。)フォレストック認定制度の対象森林

の拡大の実施において、フォレストック認定制度の前提となる森林認証機関にお

ける継続的な森林管理・施業に関わる指導が必要となる。西粟倉村においては、

株式会社アミタ環境認証研究所を森林認証機関としており、今後も継続的な指導

を受ける。その他、個別の事業内容に応じて、専門家（大学、企業等）の支援を

求める。取組全体においては、上記検討会議に外部有識者の参画を求める。大学、

シンクタンク研究者を予定している。  
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７．フォローアップの方法  

（取組の進捗状況管理）  

私有林管理協定締結面積及び間伐実施面積  、年間木材搬出材積  については、

百年の森林事業検討会において毎年度達成状況の評価を行い、二酸化炭素の排出

量削減状況及び木質バイオマスエネルギーを中心とする再生エネルギーの目標達

成状況については、西粟倉村低炭素地域づくり検討協議会において評価すること

とするが、森林整備と二酸化炭素の削減は互いに関係が深いことや構成団体も一

致することから年度に一回は総合的な評価を西粟倉村低炭素地域づくり検討協議

会において実施する。  

 

（中間評価）  

 計画期間の 5 年が終了した翌年度（平成 31 年度）に実施する。  

（３）バイオマス産業都市として達成すべき目標について 5 年が経過した時点

での面積、利用量、就業者数、再生可能エネルギー量、二酸化炭素排出削減量に

ついて進捗状況を確認する。  

 計画に比して達成量が低い場合や進捗が遅れている場合は、課題を整理し、必

要に応じて目標や取組内容の見直しを行う。  

 

（事後評価）  

 計画期間が終了した翌年度（平成 35 年度）に実施する。  

（３）バイオマス産業都市として達成すべき目標について 10 年間を終えた時

点での面積、利用量、就業者数、再生可能エネルギー量、二酸化炭素排出削減量

について目標の達成状況を確認する。  
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８．他の地域計画との有機的連携  

西粟倉村の将来像を定め、村づくりの指針となる長期的な展望にたった最上位

の計画である第 5 次西粟倉村総合振興計画を基本とし、関係する以下の行政計画

との有機的連携を図りバイオマス産業都市構想の着実な実施を目指す。  

 

①西粟倉村新エネルギービジョン（平成 17 年度）  

 西粟倉村の自然を活かし、森林のバイオマスエネルギー等、地域に賦存する新

エネルギーの調査を行い、利用形態・導入方法についての具体的な指針を整理。  

 

②地球温暖化対策実行計画（平成 20 年度）  

西粟倉村役場の事務及び各種事業について、温室効果ガスの排出抑制に向けた

計画を策定。  

 

③第 5 次西粟倉村総合振興計画（平成 24 年度）  

 百年の森林構想、鳥取道の開通等、西粟倉村の環境変化を踏まえ、ここ数年に

着手した各種事業を位置づけるとともに、今後 10 年を見据えた各種事業（百年

の森林事業、再生可能エネルギー事業）の発展を総合的に位置付け。  

 

④西粟倉村森林経営計画（平成 24 年度）  

 百年の森林事業に基づき、間伐の繰り返しによる樹齢 100 年を中心とした森林

づくりの推進を森林政策において位置付け。  

 

⑤あわくらむらブラッシュアップ観光交流事業計画（平成 24 年度）  

 西粟倉村の観光交流事業の発展を支える観光交流の戦略等を策定する。百年の

森林構想、木質バイオマス等の再生可能エネルギーの導入による体験型観光や視

察等の産業観光を可能とするためのソフト施策を積極的に推進。  

 

⑥環境モデル都市構想（平成 24 年度）  

 ①百年の森林事業を通じた温室効果ガスの吸収量拡大、②再生可能エネルギ

ー・電気自動車導入等による低炭素モデルコミュニティの構築、③「上質な田舎」

をテーマとした都市住民・企業との交流による低炭素社会に向けた意識涵養の 3

点を主要とし、「限りある自然の恵みを大切な人たちと分かち合う上質な田舎」

作りを通じた、我が国の中山間地における低炭素モデル地域の創造と発展に向け

た計画を策定。  

 

 


